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健康いわて 21プラン分析・評価専門委員会の実施状況報告について 

 

 

 （1）概要 

① 開催日時  平成 29年 9月 19日（火）18:00～19:30 

   ② 開催場所  岩手県庁 12階特別会議室 

   ③ 出席委員  10名中 9名 

 

 （2）協議内容 

① 健康いわて 21プラン（第 2次）の目標項目の最新値更新に伴う総合評価調書の修正について 

② 健康いわて 21プラン（第 2次）目標項目の変更について 

③「健康いわて 21プラン（第 2次）」に係る活動状況調査結果について 

④「健康いわて 21プラン（第 2次）」の中間評価・見直し構成案について 

⑤ 今後の見直し作業スケジュールについて 

目標項目の最新値更新、第 1回分析・評価専門委員会及び第 1回推進協議会の意見を踏まえた総合

評価調書の修正並びに目標項目の変更検討案について、事務局から説明を行い委員から意見をいただ

いた。 

 

 （3）主な意見等 

① 健康いわて 21プラン（第 2次）の目標項目の最新値更新に伴う総合評価調書の修正について 

    〇 脳血管疾患の目標項目について 

・脳卒中死亡率全国ワースト１位からは脱却しているが、現状としてはワースト 3 位である

ことから、今回目標値が達成できたから良かっただけではなく、全国の動向を踏まえた検討

が必要であること。 

    〇 各分野の評価コメントの記載について 

・文章化する際に評価 A や B などにとらわれず、評価 A であってもどのような状態なのか、

現状や数値をどう解釈して情報発信、文章化していくが大事であること。 

      ・好転している部分や頑張っている取組について、しっかり評価し文章にすること。 

    〇 口腔分野について 

・今後の課題のところは、読みやすくわかりやすくする必要がある。歯の健康寿命的なこと

を入れると良い。良い状態の歯を残すことが重要であり、そのメッセージが伝わる文章にす

ること。 

 

② 健康いわて 21プラン（第 2次）目標項目の変更について 

    〇 目標項目の変更内容について、下記意見以外については概ね事務局案で了承を得た。 

〇 喫煙分野について 

      「成人の喫煙率の低下（％）【全体】」の目標値を 12％から 18％とする案について、 

      ・目標値は 12％から 18％に変更する必要はないと考える。18％に変更すれば岩手県は全国から遅

れていくことになる。（国の目標値は現在変更なしの 12.0％） 

・喫煙できない環境を作ることが重要。例えば、受動喫煙防止条例を作ることができれば喫煙率

は下がるのではないか。戦略的なアプローチが重要と考える。 

      ・釜石市でラグビーのワールドカップが行われる。喫煙率も世界基準に合わせられるように、ラ
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グビーワールドカップを契機に受動喫煙対策をしっかりやっていくことも必要である。 

〇 こころの健康について 

    ・「自殺者数の減少（人口 10万人当たり）」について、自殺死亡率は社会経済的なことが影響する

ことから、段々減少させていくのは難しい。目標値 23.7より減少という目標よりは、全国との差

を縮めるという視点の目標の方が良いのではないか。 

 

③「健康いわて 21プラン（第 2次）」に係る活動状況調査結果について 

調査結果については、中間評価報告書の本文中に文章のほかに図表を掲載していくことについて了

承を得た。 

 

④「健康いわて 21プラン（第 2次）」の中間評価・見直し構成案について 

     中間評価報告書の構成案について、了承を得た。 

 

 

 （1）概要 

① 開催日時  平成 29年 10月 24日（火）18:00～20：00 

   ② 開催場所  岩手県庁 12階特別会議室 

   ③ 出席委員  10名中 8名 

 

 （2）協議内容 

① 健康いわて 21プラン（第 2次）の個別評価調書の修正及び目標項目の変更検討案について 

② 健康いわて 21プラン（第 2次）中間評価報告書（案）について 

目標項目の変更検討案、第 2 回分析・評価専門委員会の意見を踏まえた個別評価調書の修正及び健

康いわて 21 プラン（第 2 次）中間評価報告書（案）について、事務局から説明を行い委員から意見

をいただいた。 

 

（3）主な意見等 

  ① 健康いわて 21プラン（第 2次）の個別評価調書の修正及び目標項目の変更検討案について 

     目標項目の変更検討案について、前回からの修正箇所について了承を得た。 

    〇 個別評価調書への記載事項の追加について 

     ・20 歳代女性のやせの割合について 

将来の骨粗鬆症への進行を防止するためにも「やせ」はよくないことを付け加えること。 

     ・果物の摂取量について 

      果物に含まれる成分はカリウムだけではないことから記載の仕方に工夫が必要。 

・野菜の摂取量について 

今後の課題について、「疾病のリスクを低減させる効果」とあるが、分かりづらいことから例示を

示すなどの工夫が必要。 

・運動が認知症の予防になっているのは間違いない。運動の効能をもう少し強調して記載すること。 

    〇 身体活動・運動分野について 

   ・運動面で「フレイル」という言葉が出てきて認知させようという動きがある。 

   ・「フレイル」は、栄養分野、運動分野と総合的な関わりが必要な概念が入っているので、報告書等

に明記されていくと良いと考える。ぜひ、事務局で検討してほしい。 

・新しい言葉を導入するには、正しい意味、注釈を入れる必要がある。 
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〇 口腔分野について 

   ・口腔保健と喫煙との関係、糖尿病と歯周病との関連など口腔分野は全身の健康と関わることから、

広い視点における議論や検討が必要。 

 

② 健康いわて 21プラン（第 2次）中間報告書（中間案）について 

   〇9 頁、健康寿命のデータの出典を明記すること。 

 〇口腔分野について 

 ・最終評価に向けた取組の方向性について、フッ化物洗口の集団実施が一番目（上位）に記載されて

いるが、フッ化物洗口の集団実施は優先的、重点的な取組として一番目に記載する内容として適当で

はないと考えることから、再考が必要。 

  〇「岩手県アルコール健康障害対策推進計画」について 

・今年度新しく策定される予定の計画であり、策定の趣旨について記載を検討すること。 

 〇職域との連携について 

    ・健康づくりを推進するためには、働き盛り世代への関わりとして職域における取組が重要であるこ

とから「健康経営」について、中間評価報告書の今後の取組等に記載するなど工夫すること。 

    ・現在、「健康経営」を宣言する事業所も増えているが、実際何をしたら良いかわからない事業所が多

い。先行例で好事例の情報を収集して、事業所に提供していくことも必要ではないか。 

   〇特定検診の受診率について 

  ・比較的一般住民の方が精密検診の受診率は良い。事業所は精密検査受診率が低い。事業所の方で精

密検査をしっかり受診させてもらえれば良い。特にも男性は「忙しい」を理由に精密検診を受診でき

ない状況にある。女性は精密検診を比較的受けている傾向がある。 

・特定検診、特定保健指導、がん検診、精密検診の受診率は、市町村によって格差がある。受診率向

上に向けたインセンティブは、どの市町村でも行い始めている。各種会議等で受診率の高い市町村の

活動を紹介しているが、職員の熱意を感じられる市町村は受診率が高い。全国や県内の良い取組事例

を収集し、市町村に情報提供していくことが必要である。 

   〇減塩の取組について 

    ・外食の塩分が高い。外食を提供する側も塩分が少なくてもおいしいものを提供できるようになると

良い。公衆衛生的には環境面のアプローチが重要。外食等も減塩食となるような働きかけも必要では

ないか。 

 

  ③ その他 

〇職域との連携について 

・健康いわて 21プラン推進協議会は地域職域連携を推進する役割もあることから、推進協議会におい

て事業所や職域における取組等について意見交換ができると良いこと。 

 

 

   第 2 回岩手県健康いわて 21 プラン推進協議会における協議結果及び保健医療圏域別の取組状況を

中間評価報告書に盛り込み、最終案作成に向けた調整や作業を進めていく。 

次回、第 4回分析・評価専門委員会は平成 30年 1月頃の開催予定。 

 

 

３ 今後の対応について 

 

 


